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香芝市教育委員会に対する事務委任規則をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第１号

香芝市教育委員会に対する事務委任規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２

の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、香芝市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に委任することに関し必要な事項を定めるもの

とする。

（委任事務）

第２条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 香芝市立学童保育所条例（平成２年条例第７号）に規定する学童保育所

に関すること。

（権限委任の留保）

第３条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して前条

の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

（協議）

第４条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合

は、市長と協議しなければならない。

（その他）

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協

議して定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に第２条に規定する事務について、市長がした処分

その他の行為は、この規則の施行の日以後における当該事務については、教

育委員会がした処分その他の行為とみなす。
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香芝市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第２号

香芝市事務分掌規則の一部を改正する規則

香芝市事務分掌規則（平成５年規則第３号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（内部組織）

第２条 条例第１条に規定する部の内部組織は、次のとおりとする。

企画部 秘書広報課 秘書係

広報広聴係

人事課 職員係

研修係

企画政策課 企画係

行政経営係

情報推進係

総務部 総務課 行政係

管財係

入札検査室 入札検査係

財政課 財政係

税務課 市民税係

固定資産税係

収税課 徴収係

滞納対策課 滞納対策係

市民生活部 市民課 市民係

戸籍係

年金係

生活環境課 環境係

衛生係

ごみ資源対策係

収集センター

市民協働課 人権施策係

市民協働推進係

防災安全課 防災係

地域安全係
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保健福祉部 児童福祉課 保育係

子育て支援係

社会福祉課 福祉政策係

障害福祉係

保護係

高齢福祉課 保険料係

給付係

保険医療課 給付係

保険料係

医療係

保健センター 指導係

予防係

都市建設部 都市計画課 都市計画係

開発指導係

駅前整備係

スポーツ公園整備係

区画整理課 庶務係

工務係

商工農産課 商工観光係

農産係

土木課 庶務係

工務係

公園道路維持課 庶務係

工務係

上下水道部 下水道課 業務係

工務係

第５条企画係の項中第２号から第４号までを削り、第５号を第２号とし、第

６号を第３号とし、第７号を削り、第８号を第４号とし、第９号を第５号とし、

第１０号を第６号とし、第１１号及び第１２号を削り、同条防災係の項を次の

ように改める。

行政経営係

(1) 行政改革に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(4) 市政経営企画本部に関すること。
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(5) 行政経営品質の調査及び研究に関すること。

第５条に次の１項を加える。

情報推進係

(1) 情報システムの管理及び運用に関すること。

(2) 地域情報化の推進に関すること。

(3) インターネットホームページに関すること。

(4) 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関すること。

(5) 情報システム化の計画及び調整に関すること。

(6) 情報システムの開発及び運用に関すること。

(7) 情報システム化に係る相談及び指導に関すること。

第６条を削る。

第７条総務行政係の項を削り、同条文書係の項中「文書係」を「行政係」に

改め、同項に次の５号を加える。

(15)政治倫理審査会に関すること。

(16)行政相談委員に関すること。

(17)不服申立て、訴訟及び和解の連絡調整に関すること。

(18)公益通報者保護法に基づく外部通報に関すること。

(19)選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

第７条に次の２項を加え、同条を第６条とする。

管財係

(1) 行政区域に関すること。

(2) 財産区財産に関すること。

(3) 公有財産の登記に関すること。

(4) 財産台帳の整理保管に関すること。

(5) 普通財産及び施設の管理及び処分に関すること。

(6) 庁舎等の取締り及び管理に関すること。

(7) 公用車の整備及び管理に関すること。

(8) 備品台帳の総括に関すること。

(9) 市営住宅に関すること。

(10)特定優良賃貸住宅に関すること。

(11)公有財産の災害共済に関すること。

(12)他課に属さない住宅施策及び関係機関との連絡に関すること。

入札検査室 入札検査係

(1) 指名願に関すること。

(2) 工事等請負業者の選定に関すること。
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(3) 入札に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

第８条を第７条とし、第９条を削り、第１０条を第８条とする。

第１１条徴収係の項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を

第５号とし、第３号の次に次の１号を加え、同条を第９条とする。

(4) 市税の滞納処分に関すること。

第１２条滞納対策係の項第４号を削り、同項第５号中「差押え」を「国民健

康保険料の滞納処分のうち、差押え」に改め、同号を同項第４号とし、同項第

６号を同項第５号とし、同条を第１０条とする。

第１３条を削る。

第１４条市民係の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号

とし、第５号を第４号とし、同項に次の２号を加える。

(5) 総合窓口業務に関すること。

(6) 総合窓口に係る他課との連絡及び調整に関すること。

第１４条戸籍係の項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ず

つ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 人口動態調査に関すること。

第１４条総合窓口推進係の項を削り、同条を第１１条とする。

第１５条ごみ資源対策係の項第２号を削り、同項第３号中「収集センター」

の次に「との連絡調整」を加え、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第

３号とし、同項第５号を同項第４号とし、同条に次の１項を加え、同条を第１

２条とする。

収集センター

(1) ごみ収集に関すること。

第１６条を削る。

第１７条の見出し中「人権・共同参画課」を「市民協働課」に改め、同条中

「人権・共同参画課」を「市民協働課」に改め、同条人権係の項中「人権係」

を「人権施策係」に改め、同項に次の５号を加える。

(8) 男女共同参画施策の推進に関すること。

(9) 男女共同参画施策の総合的企画及び連絡調整に関すること。

(10)男女共同参画に係る調査及び研究に関すること。

(11)男女共同参画施策の啓発に関すること。

(12)その他人権及び男女共同参画施策等の推進に関すること。

第１７条男女共同参画係の項を次のように改め、同条を第１３条とする。

市民協働推進係
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(1) 自治連合会に関すること。

(2) 香芝市文化施設に関すること。

(3) 地域及び国際交流に関すること。

(4) 市民協働のまちづくりに係る企画及び調整並びにその推進に関すること。

(5) 公益的な活動を行う市民団体の支援及び育成に関すること。

第１３条の次に次の１条を加える。

（防災安全課の事務分掌）

第１４条 防災安全課の事務分掌は、次のとおりとする。

防災係

(1) 防災対策及び国民保護対策の総合調整に関すること。

(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(3) 国民保護対策本部及び国民保護協議会に関すること。

(4) 自主防災組織に関すること。

(5) 防災訓練及び防災意識の啓発に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 自衛隊に関すること。

地域安全係

(1) 防犯に関すること。

(2) 交通施策に関すること。

(3) 交通安全対策の企画及び事業に関すること。

(4) 交通安全思想の普及及び指導に関すること。

(5) 放置自転車等の対策に関すること。

(6) 自転車駐車場に関すること。

(7) 交通安全対策協議会に関すること。

(8) 生活安全推進協議会に関すること。

(9) 生活交通対策連絡協議会に関すること。

(10)暴力排除推進協議会及び防犯協議会に関すること。

(11)公共バスの管理運行に関すること。

(12)安全運転管理に関すること。

第１８条保育係の項第４号を削り、同条子育て支援係の項第５号中「児童手

当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当」を「児童手当等」に改め、同条を第

１５条とする。

第１９条福祉政策係の項中第１１号を第１２号とし、第２号から第１０号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 地域福祉関係団体の育成及び指導に関すること。
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第１９条障害福祉係の項第１号中「障害者手帳」を「身体障害者手帳」に、

「精神障害者福祉手帳」を「精神障害者保健福祉手帳」に改め、同条を第１６

条とする。

第２０条（見出しを含む。）中「介護福祉課」を「高齢福祉課」に改め、同

条を第１７条とし、同条の次に次の１条を加える。

（保険医療課の事務分掌）

第１８条 保険医療課の事務分掌は、次のとおりとする。

給付係

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(3) 診療報酬明細書の審査に関すること。

(4) 国民健康保険の給付に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) その他国民健康保険事業に関すること。

保険料係

(1) 国民健康保険料の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険料の滞納処分（差押え及び換価処分を除く。）に関するこ

と。

医療係

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に基づく

医療に係る事務に関すること。

(2) 老人医療費に関すること。

(3) 心身障害者（児）医療費に関すること。

(4) 乳幼児等医療費に関すること。

(5) 母子医療費に関すること。

(6) 重度心身障害老人等医療費に関すること。

第２１条を第１９条とする。

第２２条都市計画係の項に次の２号を加える。

(11)交通バリアフリーに関すること。

(12)他課から委託を受けた建築工事の設計、施工及び監督に関すること。

第２２条開発指導係の項第５号中「自然環境保全」の次に「及び景観保全」

を加え、同項第８号を同項第９号とし、同項第７号の次に次の１号を加える。

(8) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

第２２条駅前整備係の項第５号中「施行」を「施工」に改め、同条を第２０

条とする。
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第２３条及び第２４条を削る。

第２５条工務係の項第２号中「施行」を「施工」に改め、同条を第２１条と

する。

第２６条商工観光係の項第２号中「中小企業」を「中小企業等」に改め、同

条地籍耕地係の項を削り、同条を第２２条とする。

第２７条の見出し中「建設課」を「土木課」に改め、同条中「建設課」を「

土木課」に改め、同条庶務係の項第３号中「（都市計画街路を除く。）」を削

り、同項に次の２号を加える。

(4) 都市計画街路に係る事業計画及び事業認可に関すること。

(5) 国及び県の道路、河川事業等の連絡調整に関すること。

第２７条工務係の項第１号中「（都市計画街路を除く。）の建設計画」を「

の調査、測量、建設設計、施工及び監督」に改め、同項第２号中「並びに」を

「及び」に改め、同項第５号中「親水緑地及び街区公園」を「街区公園及び親

水緑地等」に改め、同項第７号中「施行」を「施工」に改め、同項第８号中「

土木建築工事」を「土木工事」に、「施行」を「施工」に改め、同条を第２３

条とする。

第２８条庶務係の項第２号及び第４号中「並びに」を「及び」に改め、同条

工務係の項第１号中「並びに」を「及び」に改め、同項第３号中「土木」の次

に「、農業施設及び耕地の」を加え、同号に次の４号を加え、同条を第２４条

とする。

(4) ガードレール等の新設及び補修に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 農業土木、土地改良事業の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(7) 治山事業に関すること。

第２４条の次に次の１条を加える。

（下水道課の事務分掌）

第２５条 下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

業務係

(1) 下水道使用料に関すること。

(2) 排水設備等指定工事店及び排水設備等工事責任技術者に関すること。

(3) 排水設備等計画確認及び検査に関すること。

(4) 水洗化促進に関すること。

(5) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

(6) 水質検査及び水質指導に関すること。

(7) 公共下水道供用開始の公示に関すること。
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(8) 流域下水道との調整及び費用負担に関すること。

(9) 下水道事業の補助金及び起債申請等に関すること。

工務係

(1) 下水道事業の基本計画及び調査に関すること。

(2) 下水道事業の計画決定及び事業認可に関すること。

(3) 下水道事業の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(4) 下水道施設の維持管理に関すること。

(5) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

第２９条を第２６条とし、第３０条から第３２条までを３条ずつ繰り上げる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日に現に次の表の右欄に掲げる部課の課長、係長

若しくは主査に補せられ、又は当該部課に勤務を命ぜられている者で、別に

辞令の発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ同表の左欄に掲

げる部課の課長、係長若しくは主査に補せられ、又は当該部課に勤務を命ぜ

られたものとする。

新所属 旧所属

企画部 秘書広報課 企画調整部 秘書広報課

企画部 人事課 企画調整部 人事課

企画部 企画政策課 企画調整部 企画政策課

企画部 企画政策課 企画調整部 情報推進課

総務部 総務課 総務部 管財課

保健福祉部 高齢福祉課 保健福祉部 介護福祉課

保健福祉部 保険医療課 市民生活部 保険医療課



10

都市建設部 都市計画課 都市整備部 都市計画課

都市建設部 区画整理課 都市整備部 区画整理課

都市建設部 商工農産課 産業建設部 商工農産課

都市建設部 公園道路維持課 産業建設部 公園道路維持課

上下水道部 下水道課 都市整備部 下水道課
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香芝市職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第３号

香芝市職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

香芝市職員の職の設置に関する規則（平成１９年規則第５号）の一部を次の

ように改正する。

第２条中第１４項を第１８項とし、第１１項から第１３項までを４項ずつ繰

り下げ、同条第１０項中「所長」を「保育所長」に、「主管の事務」を「所務

」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第９項を同条第１３項とし、同項の

前に次の１項を加える。

１２ 室長は、上司の命を受け、室の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

第２条中第８項を第１１項とし、同項の前に次の１項を加える。

１０ 所長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。

第２条中第７項を第９項とし、第３項から第６項までを２項ずつ繰り下げ、

第５項の前に次の１項を加える。

４ 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理についての事務を掌理し、前２

項に規定する職員を指揮監督する。

第２条第２項各号列記以外の部分中「前項」を「前２項」に改め、同項中第

１０号を第１２号とし、第７号から第９号までを２号ずつ繰り下げ、第６号を

次のように改める。

(8) 保育所長

第２条第２項中第５号を第７号とし、同号の前に次の１号を加える。

(6) 室長

第２条第２項中第４号を第５号とし、同号の前に次の１号を加え、同項を同

条第３項とする。

(4) 所長

第２条中第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。

危機管理その他特命事項に関する事務を掌理させるため、危機管理監を置

く。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。



 

 12

 香芝市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２２年２月５日 

                     香芝市長 梅 田 善 久 

香芝市規則第４号 

   香芝市会計規則の一部を改正する規則 

 香芝市会計規則（昭和５９年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第５条、第６条関係） 

出納員の設置箇所 出納員とな

るべき職員

分任出納員の設置箇所 分任出納員と

なるべき職員

企画部 秘書広報課 課長 企画部 秘書広報課 上席職員 

企画部 人事課 課長 企画部 人事課 上席職員 

企画部 企画政策課 課長 企画部 企画政策課 上席職員 

総務部 総務課 課長 総務部 総務課 上席職員 

総務部 財政課 課長 総務部 財政課 上席職員 

総務部 税務課 課長 総務部 税務課 上席職員 

総務部 収税課 課長 総務部 収税課 課に勤務する

職員 

総務部 滞納対策課 課長 総務部 滞納対策課 課に勤務する

職員 

市民生活部 市民課 課長 市民生活部 市民課 上席職員 

市民生活部 生活環境課 課長 市民生活部 生活環境課 上席職員 

市民生活部 市民協働課 課長 市民生活部 市民協働課 上席職員 

市民生活部 防災安全課 課長 市民生活部 防災安全課 上席職員 

保健福祉部 児童福祉課 上席職員 保健福祉部 児童福祉課 課長 

保育所 施設の長 

保健福祉部 社会福祉課 課長 保健福祉部 社会福祉課 上席職員 

上席職員 保健福祉部 高齢福祉課 課長 保健福祉部 高齢福祉課 

介護保険担当

職員 

上席職員 

国民健康保険

担当職員 

保健福祉部 保険医療課 課長 保健福祉部 保険医療課 

後期高齢者医

療保険担当職

員 

保健福祉部 保健センター 所長 保健福祉部 保健センター 上席職員 

都市建設部 都市計画課 課長 都市建設部 都市計画課 上席職員 

都市建設部 区画整理課 課長 都市建設部 区画整理課 上席職員 

都市建設部 商工農産課 課長 都市建設部 商工農産課 上席職員 

都市建設部 土木課 課長 都市建設部 土木課 上席職員 

都市建設部 公園道路維持

課 

課長 都市建設部 公園道路維持課 上席職員 

上下水道部 下水道課 課長 上下水道部 下水道課 課に勤務する

職員 

議会事務局 庶務課 課長 議会事務局 庶務課 上席職員 

教育委員会事務局教育部 総務課 上席職員 

幼稚園 施設の長 

小学校 施設の長 

教育委員会事務局教育部  

総務課 

課長 

中学校 施設の長 
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教育委員会事務局教育部 学校教

育課 

上席職員 

幼稚園 施設の長 

小学校 施設の長 

教育委員会事務局教育部  

学校教育課 

課長 

中学校 施設の長 

教育委員会事務局教育部 生涯学

習課 

上席職員 

中央公民館 施設の長 

二上山博物館 施設の長 

市民図書館 施設の長 

教育委員会事務局教育部  

生涯学習課 

課長 

青少年センター 施設の長 

農業委員会事務局 局長 農業委員会事務局 上席職員 

会計課 課長 会計課 上席職員 

選挙管理委員会事務局 事務局長 選挙管理委員会事務局 上席職員 

監査委員事務局 事務局長 監査委員事務局 上席職員 
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別表第２（第７条関係） 

出納員 委任するものとする事務 分任出納員 

所管に係る徴収金の収納 企画部 秘書広報課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 企画部 人事課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 企画部 企画政策課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 総務部 総務課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 総務部 財政課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

総務部 税務課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

市税等及びその附帯金の収納 課に勤務する職

員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

総務部 収税課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

市税等及びその附帯金の収納 課に勤務する職

員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

総務部 滞納対策課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

市民生活部 市民課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

市民生活部 生活環境課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

市民生活部 市民協働課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

市民生活部 防災安全課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る保育料及びその他の徴収金

の収納 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る保育料の収納 

保健福祉部 児童福祉課長 

所管に係る物品の出納保管 

施設の長 

保健福祉部 社会福祉課長 所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

上席職員 
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 所管に係る物品の出納保管  

介護保険料等及びその附帯金の収納 介護保険担当職

員 

所管に係る徴収金の収納 

保健福祉部 高齢福祉課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

国民健康保険料等及びその附帯金の収

納 

国民健康保険担

当職員 

後期高齢者医療保険料等及びその附帯

金の収納 

後期高齢者医療

保険担当職員 

所管に係る徴収金の収納 

保健福祉部 保険医療課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 保健福祉部 保健センター所長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

都市建設部 都市計画課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 都市建設部 区画整理課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

都市建設部 商工農産課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

都市建設部 土木課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

都市建設部 公園道路維持課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

下水道使用料等及びその附帯金の収納 課に勤務する職

員 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

上下水道部 下水道課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 議会事務局 庶務課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 

教育委員会事務局教育部 総務

課長 

 

所管に係る物品の出納保管 

施設の長 

所管に係る保育料及びその他の徴収金

の収納 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る保育料及びその他の徴収金

の収納 

教育委員会事務局教育部 学校

教育課長 

所管に係る物品の出納保管 

施設の長 
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所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る使用料及びその他の徴収金

の収納 

教育委員会事務局教育部 生涯

学習課長 

所管に係る物品の出納保管 

施設の長 

所管に係る手数料及びその他の徴収金

の収納 

農業委員会事務局 局長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 会計課 会計課長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 選挙管理委員会事務局 事務局

長 所管に係る物品の出納保管 

上席職員 

所管に係る徴収金の収納 監査委員事務局 事務局長 

所管に係る物品の出納保管 

上席職員 
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   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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香芝市立学童保育所の保育料を定める規則をここに公布する。

平成２２年２月１０日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第５号

香芝市立学童保育所の保育料を定める規則

香芝市立学童保育所条例施行規則（平成２年規則第１６号）の全部を改正す

る。

（目的）

第１条 この規則は、香芝市立学童保育所条例（平成２年条例第７号）第４条

に規定する保育料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（保育料）

第２条 保育料は、出席日数にかかわらず児童１人につき月額３，５００円と

する。ただし、香芝市立学童保育所の運営等に関する規則（平成２２年教育

委員会規則第３号）第４条第２項に規定する児童については、１人につき月

額４，５００円とする。

（その他）

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成２２年２月５日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会規則第１号

香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則

香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則（平成５年教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（組織）

第２条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育部 総務課 総務係

施設係

学校教育課 指導係

学務係

放課後支援係

生涯学習課 生涯学習係

文化財係

体育係

第４条に次の１項を加える。

放課後支援係

(1) 学童保育所に関すること。

(2) 放課後子ども教室推進事業に関すること。

第５条に次の１項を加える。

体育係

(1) 社会体育の振興に関すること。

(2) スポーツ振興審議会に関すること。

(3) 体育指導委員に関すること。

(4) 社会体育施設の指定管理者との連絡調整に関すること。

(5) 社会体育における指導者養成に関すること。

(6) 市民各層を対象とした体育レクリエーション事業実施に関すること。

(7) 社会体育施設における資料の収集及び発刊に関すること。

(8) スポーツ教室並びに各講座、講演及び講習会実施に関すること。

(9) 各種スポーツ団体の育成に関すること。

(10)所掌事務に係る調査統計に関すること。
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第６条を削り、第７条を第６条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰

り上げる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日に現に次の表の右欄に掲げる課の課長、館長、

所長、指導主事、幼稚園長、幼稚園主任教諭、係長若しくは主査に補せられ、

又は当該課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、

この規則の施行の日にそれぞれ同表の左欄に掲げる部課の課長、館長、所長、

指導主事、幼稚園長、幼稚園主任教諭、係長若しくは主査に補せられ、又は

当該部課に勤務を命ぜられたものとする。

新所属 旧所属

教育部 総務課 総務課

教育部 学校教育課 学校教育課

教育部 生涯学習課 生涯学習課

教育部 生涯学習課 市民体育課
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香芝市教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会規則第２号

香芝市教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則の一部を改正す

る規則

香芝市教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則（平成１９年教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「に事務局長」を「の部に部長」に改め、同条第３項中「事

務局長」を「部長」に、「事務局職員」を「所属職員」に改め、同条第４項中

「事務局長」を「部長」に改める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。



23

香芝市訓令甲第１号

各 部 課

各出先機関

香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２２年２月５日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令

香芝市事務決裁規程（平成５年訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

第２条中第１１号を第１３号とし、同号の前に次の１号を加える。

(12) 室長 規則第２条第３項第６号の室長をいう。

第２条第１０号中「第２条第２項第４号」を「第２条第３項第５号」に改め、

同号を同条第１１号とし、同条第９号中「第２条第１項」を「第２条第２項」

に改め、同号を同条第１０号とし、同条第８号中「第２条第２項第３号」を「

第２条第３項第３号」に改め、同号を同条第９号とし、同条第７号中「第２条

第２項第２号」を「第２条第３項第２号」に改め、同号を同条第８号とし、同

条第６号中「第２条第２項第１号」を「第２条第３項第１号」に改め、同号を

同条第７号とし、同条第５号中「香芝市職員の職の設置に関する規則（平成１

９年規則第５号。以下「規則」という。）第２条第１項」を「規則第２条第２

項」に改め、同号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加える。

(5) 危機管理監 香芝市職員の職の設置に関する規則（平成１９年規則第５

号。以下「規則」という。）第２条第１項の危機管理監をいう。

第３条第２項第１７号中「工事施行」を「工事施工」に改め、同項第１８号

中「施行」を「施工」に改める。

第４条第１号及び第２号中「部長」を「危機管理監、部長」に改め、同条第

８号中「工事施行」を「工事施工」に改め、同条第９号中「施行」を「施工」

に改める。

第１７条を削り、第１６条を第１７条とする。

第１５条に次の４号を加え、同条を第１６条とする。

(3) 庁舎の管理に関すること。

(4) 財産台帳の整理保管に関すること。

(5) 市営住宅の軽易な許可、承認及び取消しに関すること。

(6) 指名願の登録に関すること。

第１４条を第１５条とする。

第１３条第２号中「第５条第２号」を「第６条第２号」に改め、同条を第１

４条とする。
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第１２条を第１３条とする。

第１１条を次のように改める。

（上下水道部長の専決事項）

第１２条 上下水道部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 下水道施設の使用許可に関すること。

第１０条の見出し中「都市整備部長」を「都市建設部長」に改め、同条各号

列記以外の部分中「都市整備部長」を「都市建設部長」に改め、同条第２号を

削り、同条第３号を同条第２号とし、同条に次の５号を加え、同条を第１１条

とする。

(3) 農業及び商工業の指導に関すること。

(4) 国勢調査に関すること。

(5) 道路占用及び道路掘削の許可に関すること。

(6) 道路の通行制限及び禁止に関すること。

(7) 災害時における復旧資材等の購入及び借入れに関すること。

第９条第１号中「保育料」の次に「、介護保険料及び国民健康保険料」を加

え、同条第２号中「児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当」を「児童

手当等」に改め、同条第４号中「介護保険料」を「保育料、介護保険料及び国

民健康保険料」に改め、同条第５号及び第６号を次のように改め、同条を第１

０条とする。

(5) 保育料、介護保険料及び国民健康保険料の分納、減免、徴収猶予及び繰

上徴収に関すること。

(6) 法令、条例その他規則に基づく国民健康保険の診療報酬及び療養費、介

護保険の介護給付費並びに児童手当等、保育所運営費、障害福祉、医療費

助成及び生活保護の扶助費その他これらに準ずる経費の定例定期的な支出

負担行為の決定及び支出命令に関すること。

第８条第２号から第４号までを次のように改める。

(2) 環境保全対策の調査及び企画に関すること。

(3) 市民協働、人権施策及び男女共同参画施策の調査及び企画に関すること。

(4) 防犯対策及び交通安全対策の計画に関すること。

第８条第５号を削り、同条を第９条とする。

第７条を第８条とする。

第６条（見出しを含む。）中「企画調整部長」を「企画部長」に改め、同条

を第７条とする。

第５条第１号中「及び主幹」を「、主幹及び室長」に改め、同条第３号中「

及び主幹」を「、主幹及び室長」に、「欠勤届け」を「欠勤届」に改め、同条
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第７号中「工事施行」を「工事施工」に改め、同条第８号中「施行」を「施工

」に改め、同条を第６条とし、同条の前に次の１条を加える。

（危機管理監の専決事項）

第５条 危機管理監の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 危機発生時における初動対応の指揮及び関係機関との連絡調整並びに重

要な危機管理に関すること。

(2) あらかじめ市長が指定する特命事項に関すること。

第２３条を次のように改める。

（市民協働課長の専決事項）

第２３条 市民協働課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 自治会に係る定例又は軽易な事務に関すること。

第２９条及び第３０条を削る。

第２８条に次の１号を加え、同条を第３０条とする。

(4) 建築工事の指導及び監督に関すること。

第２７条を第２９条とし、同条の前に次の１条を加える。

（保険医療課長の専決事項）

第２８条 保険医療課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険料の納入通知書の発行に関すること。

(3) 国民健康保険の保険給付の決定に関すること。

(4) 国民健康保険料の徴収金督促状の発行に関すること。

(5) 国民健康保険料の徴収金の過誤納金の充当及び還付手続に関すること。

(6) 老人等医療費支給対象者の資格得喪に関すること。

第２６条（見出しを含む。）中「介護福祉課長」を「高齢福祉課長」に改め、

同条を第２７条とする。

第２５条を第２６条とし、第２４条を第２５条とし、同条の前に次の１条を

加える。

（防災安全課長の専決事項）

第２４条 防災安全課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 自主防災組織に係る定例又は軽易な事務に関すること。

(2) 防災意識の啓発に関すること。

(3) 交通安全対策思想の普及に関すること。

第３２条第４号中「第１１条第２号」を「第１１条第４号」に改める。

第３３条の見出し中「建設課長」を「土木課長」に改め、同条各号列記以外

の部分中「建設課長」を「土木課長」に改め、同条第１号中「土木建築工事」
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を「土木工事」に改める。

第４２条を第４３条とし、第３９条から第４１条までを１条ずつ繰り下げる。

第３８条第２項中「産業建設部長」を「都市建設部長」に改め、同条を第３

９条とする。

第３７条第１項第１号中「工事施行」を「工事施工」に改め、同項第２号中

「施行」を「施工」に改め、同条を第３８条とする。

第３６条第１号中「所管職員」を「所属職員」に改め、同条第２号中「第５

条第２号」を「第６条第２号」に改め、同条を第３７条とする。

第３５条の見出し中「及び主幹」を「、主幹及び室長」に改め、同条に次の

１項を加え、同条を第３６条とする。

３ 課長の専決できる事項のうち、あらかじめ市長が指定する主管事務の特命

事項に関し、室長が専決することができる。

第３４条の次に次の１条を加える。

（下水道課長の専決事項）

第３５条 下水道課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に属する工事の指導及び監督に関すること。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正後の香芝市事務決裁規程のうち予算の執行に係る部分

は、平成２２年度予算の執行から適用し、平成２１年度予算の執行について

は、なお従前の例による。



27

香芝市教育委員会訓令甲第１号

各 課

各出先機関

各教育機関

香芝市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

平成２２年２月５日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する訓令

香芝市教育委員会事務局事務決裁規程（平成５年教育委員会訓令甲第１号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「平成３年香芝市教育委員会規則第６号」を「平成３年教育委員会

規則第６号」に、「事務局長」を「部長」に改める。

第４条の見出し中「事務局長」を「教育部長」に改め、同条各号列記以外の

部分中「事務局長」を「教育部長」に改め、同条第１号中「第５条」を「第６

条」に改める。

第１３条を削り、第１２条を第１３条とし、第９条から第１１条までを１条

ずつ繰り下げる。

第８条第１号中「及び実施又は」を「、実施及び」に改め、同条に次の２号

を加え、同条を第９条とする。

(3) 定例的な社会体育の開催計画及び奨励に関すること。

(4) 社会体育のための必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

第７条を第８条とし、第６条を第７条とする。

第５条中「第１３条」を「第１４条」に改め、同条を第６条とする。

第４条の２中「事務局長」を「教育部長」に改め、同条を第５条とする。

第２０条を第２１条とし、第１９条を第２０条とし、第１８条を第１９条と

する。

第１７条第１項中「事務局長」を「教育部長」に改め、同条第２項中「事務

局長」を「教育部長」に、「所管課長」を「次長」に改め、同項に次のただし

書を加える。

ただし、次長を置かないときは、所管課長が代決する。

第１７条第５項中「前２号」を「前２項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次

に次の１項を加え、同条を第１８条とする。

３ 次長が専決すべき事項について次長が不在であるときは、所管課長がその
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事項を代決する。

第１６条第１項中「係る」を「掲げる」に改め、同条を第１７条とする。

第１５条を第１６条とする。

第１４条第３号を次のように改める。

(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

第１４条中第２号を第５号とし、第１号を第４号とし、同条に第１号から第

３号までとして次の３号を加え、同条を第１５条とする。

(1) 所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇願に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

第１３条の２を第１４条とする。

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市議会事務局処務規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市議会議長 長 谷 川 翠

香芝市議会規程第１号

香芝市議会事務局処務規程の一部を改正する規程

香芝市議会事務局処務規程（平成１６年議会規程第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条第１号中「第５条」を「第６条」に改め、同条第６号を同条第７号と

し、同条第５号を同条第６号とし、同条第４号を同条第５号とし、同条第３号

の次に次の１号を加える。

(4) 条例その他規則に基づく議員の議員報酬及び期末手当の定例定期的な支

出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

第９条中「第１３条」を「第１４条」に改める。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市水道事業管理者

の権限を行う市長

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市水道事業管理規程第１号

香芝市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程

香芝市水道局事務分掌規程（昭和４４年水道事業管理規程第８号）の一部を

次のように改正する。

題名を次のように改める。

香芝市水道事業事務分掌規程

第１条中「水道局」を「上下水道部」に、「局」を「部」に改める。

第２条及び第３条庶務経理係の項第１７号中「局」を「部」に改める。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成２２年２月５日

香芝市水道事業管理者

の権限を行う市長

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市水道事業管理規程第２号

香芝市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程

香芝市水道局事務決裁規程（昭和４４年水道事業管理規程第９号）の一部を

次のように改正する。

題名を次のように改める。

香芝市水道事業事務決裁規程

第４条の見出し中「局長」を「上下水道部長」に改め、同条各号列記以外の

部分中「水道局長」を「上下水道部長」に、「局長」を「部長」に改め、同条

第１４号中「施行」を「施工」に改める。

第４条の２、第７条の２並びに第９条第１項及び第２項中「局長」を「部長

」に改める。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市水道局職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程をここに公

布する。

平成２２年２月５日

香芝市水道事業管理者

の権限を行う市長

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市水道事業管理規程第３号

香芝市水道局職員の職の設置に関する規程の一部を改正する規程

香芝市水道局職員の職の設置に関する規程（平成１９年水道事業管理規程第

１号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

香芝市水道事業職員の職の設置に関する規程

第１条中「香芝市水道局職員」を「香芝市水道事業職員」に改める。

第２条第１項中「香芝市水道局事務分掌規程」を「香芝市水道事業事務分掌

規程」に、「局に局長」を「部に部長」に改め、同条第３項及び第４項中「局

長」を「部長」に改める。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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香芝市告示第１１号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月２日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月２日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１２号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月５日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月５日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 

 



香芝市告示第　１３　号

べき者から交付の申し出があればいつでも交付します。

　　　平成 ２２ 年 ２ 月 １０日

送達を受けるべき者                                             略

（注）地方税法第２０条の２の規定により公示送達をした日から起算して７日を経過したと
　　　きに書類の送達があったものとみなす。

                                                                       　香芝市長　　梅　田　善　久

　平成 ２１ 年度国民健康保険料第５期分督促状を郵送すべきところ、その送達を受
けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので国民健康保険法第
７８条及び地方税法第２０条の２の規定により公示送達します。
　 なお、この公示送達に係る関係書類は、当市保険医療課で保管し、送達を受ける
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香芝市告示第１４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月１０日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月１０日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１５号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月１９日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月１９日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１６号

第１回香芝市議会定例会を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１

条の規定により、次のとおり招集する。

平成２２年２月２２日

香芝市長 梅 田 善 久

１ 期日 平成２２年３月１日

２ 場所 香芝市役所 議場
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香芝市告示第１７号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月２２日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月２２日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄関屋駅、近鉄下田駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１８号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２２年２月２５日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２２年２月２５日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時まで 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１９号 

  

 地方自治法第２３１条の３第１項の規定により、平成２１年度介護保険料の

督促状を郵送すべきところ、その送達を受けるべき者の所在等が不明のため送

達することができないので、地方税法第２０条の２第２項の規定により次のと

おり公示送達します。この公示送達に係る関係書類は当市介護福祉課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付します。 

 また、地方税法第２０条の２第３項の規定により掲示を始めた日から起算し

て７日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。 

 

 平成２２年２月２６日 

 

香芝市長 梅 田 善 久     

 

 

送達を受けるべき者          略 
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香芝市選挙管理委員会告示第１号 

 

 平成２２年１月１日現在で調整した香芝市農業委員会委員選挙人名簿を平成

２２年２月２３日から３月９日までの間、午前８時３０分から午後５時まで、

次の場所で縦覧に供する。 

 

 

 

 

 

平成２２年２月１８日 

 

                    香芝市選挙管理委員会 

                                         委員長   黒 松  健 

 

 

 

 

 

縦覧場所    香芝市役所 ４階 香芝市選挙管理委員会事務局 
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香芝市選挙管理委員会告示第２号 

 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１

項の規定により、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載し

た書面並びに在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載し

た書面を、平成２２年３月３日から同年３月７日までの間、毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで、次の場所で縦覧に供する。 

 

 

   平成２２年２月２５日 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 黒 松  健 

 

 

 

縦覧場所  香芝市役所 ４階 香芝市選挙管理委員会事務局 
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香 芝 市 農 業 委 員 会 告 示 第 ３ 号  

 

平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ２ ５ 日  

 

                          香 芝 市 農 業 委 員 会  

           会  長  吉  村  増  雄  

 

 

平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 香 芝 市 農 業 委 員 会 総 会 を 下 記 の

と お り 招 集 す る 。  

 

 

記  

 

 

 1  期  日  平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ４ 日  午 後 １ 時 ３ ０ 分  

 

 2  場  所  香 芝 市 役 所  ３ 階  第 １ 会 議 室  

  

3  案  件  （ １ ） 別 紙 議 案 の と お り  

（ ２ ） そ の 他  
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香芝市公告 

 

平成２２年１月１５日付け奈良県告示第２９５号により、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による都市計画事業の事業計画

の変更を認可する告示があったので、同条第２項の規定により同法第６２条第

２項の規定を準用し、公衆の縦覧に供し、同法第６６条の規定により公告する。 

平成２２年２月１日 

                  香芝市長 梅 田 善 久 

 

１ 施行者の名称 

  香芝市 

 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  大和都市計画公園事業６・５・５号香芝市スポーツ公園 

 

３ 事業施行期間 

  変更後の事業施行期間 平成１５年７月８日から平成２９年３月３１日ま 

  で 

 

４ 事業地 

  平成１５年７月奈良県告示第１７９号のとおり 
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平成２２年 ２月２２日 

香芝市教育委員会公告第２号 

 

                                                                香芝市教育委員会 

                       委員長 船木 克容  

 

平成２２年第２回香芝市教育委員会を下記のとおり招集する。 

 

記 

１．日   時   平成２２年２月２４日（水） 

          午後２時００分より 

２．場   所   香芝市役所 ４階行政委員会室 

３．案   件    （１）香芝市立学童保育所の運営等に関する規則の制定について 

          （２）教育財産の取得について 

          （３）香芝市教育委員会後援等名義使用承認について 

（４）その他 
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